
 

 

 

 

１ 妊婦のための支援給付の実施（出産・子育て応援交付金の制度化による変更）                   

(1) 事業概要 

   妊婦や子育て家庭への経済的支援として活用してきた国の「出産・子育て応援交付金」（妊娠時５万円・

出産時５万円＋都独自５万円の１０万円）について、子ども・子育て支援法の改正により「妊婦のための支

援給付」として制度化され、妊婦支援給付金を支給する。施行期日は令和 7 年 4 月 1 日。 

 

(2) 現行制度との比較 

項目 制度化後（R7.4.1～） 現行制度 

名称 妊婦のための支援給付 出産・子育て応援給付金 

根拠 子ども・子育て支援法第１０条の２ 予算事業（実施要綱） 

給付対象 妊婦給付認定者 妊婦及び養育者 

給付の 

算定基礎 

妊娠している者及び妊娠している子どもの

数（流産・死産も含む） 
妊娠の届出をした妊婦及び出生した児童数 

給付額 
１回目：妊婦の認定後５万円 

２回目：妊娠している子どもの人数×５万円 

出産応援ギフト：妊婦 1 人当たり５万円 

子育て応援ギフト：児童１人当たり５万円

＋都独自５万円(※)の計１０万円 

給付方法 現金（口座振込）またはギフトの選択制 デジタルカタログギフト（都の広域連携） 

申請方法 Logo フォーム（電子） 申請書（紙） 

(※)都独自分→R7は都が申請受付・ギフト配布を実施（市への委託・補助は無し）、金額 10 万円に拡充予定 

 

２  妊婦・パートナー歯科健診事業（変更事業）                  

母子保健法に基づき妊婦に対する歯科健診を実施しているが、健やかな妊娠生活や出産を実現するためには、

妊婦本人だけではなく、その家族やパートナーの意識も大切である。加えて、妊婦の歯周病が妊娠のトラブル

（未熟児、早産・低出生体重児出産）につながる可能性があること、また、出産後に子どもの歯と口の健康や口

腔機能獲得を含めた子どもの健康を推進するためには、その保護者である妊婦やパートナーの日ごろからの歯

と口の健康に対する取組も必要であることから、歯科健診の対象を拡大し、妊婦のパートナーも対象として実

施する。さらに、これまで健康センター内にて集団方式で実施していた妊婦歯科健診を市内の歯科医会加入の

歯科医療機関で受診できる個別方式に変更することで、妊婦・パートナーともにかかりつけ歯科医を持つきっ

かけにつなげる。令和７年６月開始。 
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令和７年度における母子保健事業の拡充及び変更点について 



 


